
 

消 防 予 第 4 6 2号   

令和３年９月14日  

 各都道府県消防防災主管部長  

 東京消防庁・各指定都市消防長  

 

消 防 庁 予 防 課 長 

 

 

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について（通知） 

 

 「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査について」（令和３年４月15

日付け消防予第185号）により実施した「重大違反対象物の措置状況等調査表」の調

査結果を別紙のとおり取りまとめましたのでお知らせします。 

 つきましては、下記に留意し、引き続き各消防本部における重大違反対象物の早

期是正の徹底を図られますようお願いします。 

 各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知していただきます

ようお願いします。また、貴都道府県内の市町村等における調査結果の詳細につい

ては、必要に応じ各市町村等における事務の参考となるよう情報共有いただきます

ようお願いします。 

 

記 

 
１ 重大違反対象物に対する是正指導・是正措置 

 (1) 重大な消防法令違反対象物に対しては、「重大な消防法令違反対象物に係る

調査の結果について」（平成28年12月28日付け消防予第391号。以下「391号通

知」という。）を参考に、引き続き、是正指導を行うとともに、時機を失するこ

となく必要な是正措置を講じられたいこと。 

 

＜391号通知のポイント＞ 

 (1) 履行期限・改修計画日が到来したにもかかわらず、未是正となっている重大

違反対象物については、警告・命令等の上位措置に速やかに移行されたいこと。

また、違反処理を一定期間留保する場合には、当該留保の理由を明確にされた

いこと。 

 (2) 履行期限・改修計画日は、立入検査標準マニュアル「９ 報告内容の指導」を

参考とし、適切に設定されたいこと。 

なお、履行期限については、社会通念上可能と認められる最短の期限を定める

ことが適当であり、履行期限・改修計画日を著しく長期間に設定する場合は、極

めて特殊な事例に限定されることから、その理由を明確にするとともに、履行・

改修までの間、適切な安全担保措置を講じることが必要と考えられること。 

殿 

 



 

 (2) 「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」（令和

２年９月16日付け消防予第305号）により示した調査結果と比較して、昨年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により違反是正指導を行うことが困難な

状況であったものの、特定用途の重大違反対象物は減少している。 

しかし、未だ多数の重大違反対象物が存在しており、特に違反覚知から10

年以上経過しているものについては、違反処理への移行を前提とした立入検査

を実施されたいこと（別紙１－１、１－２、２－１、２－２参照。）。 

    一方で、特定用途以外の重大違反対象物についても減少はしているものの、

特定用途の重大違反対象物数と比較すると減少傾向は緩やかなものとなって

いる（別紙１－３、１－４、３－１、３－２参照。）。 

       なお、前回の調査結果から、管轄人口20万人以上の消防本部については、特

定用途以外の重大違反対象物数についても各消防本部にフィードバックを行

っているが、特定用途以外の重大違反対象物が多数存在する消防本部におかれ

ては、以下の例を参考に重点対象物と位置付けて地域の実情に応じて是正指導

を計画的に実施されたい。 

 

【是正指導における特定用途以外の重点対象物の位置付けの例】 

消防法第８条の規定により防火管理が該当となるもののうち以下に掲げるもの｡ 

ⅰ 違反の覚知から10年以上が経過しているもの 

ⅱ 重大違反となる消防用設備等のうち、いずれかに違反が認められる共同住宅（木

造で、かつ、２階建て以上のもの） 

ⅲ 重大違反となる消防用設備等のうち､いずれかに違反が認められる工場や倉庫 

ⅳ 自動火災報知設備の違反が認められる文化財建造物や復元建造物等(各地方公共

団体の条例に基づいて指定された文化財（建造物）等を含む｡) 

ⅴ 重大違反となる消防用設備等のうち、いずれかに違反が認められるもので､従業

者以外の多数の者の利用が見込まれる公共的な施設(役所庁舎､駅､空港､図書館､博

物館､美術館､学校、社寺等) 

 

２ 今後の調査予定 

  重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る次回の調査については、令和４

年３月31日時点として行う予定であり別途通知する。 

   

３ その他 

 (1) 管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象

物数の各消防本部のフィードバックについては、「重大な消防法令違反対象物

の措置状況等に係る調査結果について」（平成29年８月９日付け消防予第239号）

の別添２に示すとおり、次回調査から開始する予定としていること。  

 (2) 過去の調査結果は、消防庁ホームページ（https://www.fdma.go.jp/）に掲載

しており、本調査結果についても同様に掲載する予定であること。 

 (3) 違反是正において疑義等が生じた際は、必要に応じて弁護士事業（令和３年

４月13日付け消防予第172号通知参照）や違反是正支援アドバイザー制度（令



 

和３年５月10日付け消防予第241号通知参照）を積極的に活用されたいこと。 

    なお、個別具体的な重大違反対象物に対する違反処理のため、違反是正支援

アドバイザー派遣の要請を検討する場合は、消防庁予防課まで相談されたいこ

と。 

 

 

 

 
消防庁予防課 企画調整・制度・防災管理係 

金子違反処理対策官、木村係長、能仁総務事務官 
電 話：03-5253-7523 

メール：y.nounin@soumu.go.jp 
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未
満
消
防
本
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重大違反対象物の措置状況等に係る調査結果のフィードバック予定

参考：平成29年８月９日付け消防予第239号 別添２
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